
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

20210323 酒井梱包運輸　有限会社（法
人番号4010002002551）代表
者：酒井　行雄

東京都文京区湯島３－
１０－８

本社 東京都文京区湯島３－１
０－８

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年10月30日、監査を実施。7件の
違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第6項）,（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）,（3）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条
第1項）,（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）,（5）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）,（6）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）,（7）定期点検整備の実施違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条の2）

9 9

20210323 株式会社　ワコー運輸（法人番
号4020001058643）代表者：草
野　和大

神奈川県横浜市港北区
樽町４－１６－１４－５

本社 神奈川県横浜市港北区
樽町４丁目１６番１４－５
号

輸送施設の使用停止
（270日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、令和2
年2月14日及び同年2月25日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）疾病の
おそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）,（2）点呼の
実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）,（3）点呼の記録の
改ざん・不実記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）,（4）運転者に
対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）,（5）初
任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）,（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）,（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2）,（8）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第18条第3項）,（9）運行管理者の選任（解任）届出違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第19条）,（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運
送事業法第9条第1項）

50 27

20210323 株式会社　エム・ティー・エス
（法人番号8120101041163）代
表者：津布久　博

大阪府岸和田市木材町
１０－２

吉川 埼玉県吉川市中野３１１
－１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業法
第9条第１項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年12月26日、監査を実施。11件
の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）,（2）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第8条第1項）,（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）,（4）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）,（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）,（6）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）,（7）事故の未報告（貨物自動車
運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第1項）,（8）事業計画（自動車車
庫）の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）,（9）事業計画（営業所
に配置する事業用自動車の種別ごとの数）の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）,（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）,
（11）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

8 8

20210323 株式会社　ロジスティック
ス・ラビット（法人番号
4012401015002）代表者：渡
邊　康一郎

東京都武蔵野市吉祥寺
北町３－５－１５

武蔵村山 東京都西多摩郡瑞穂町
殿ヶ谷４０５－１２－１０３
（旧：東京都武蔵村山市
岸１－４３－９）

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年7月14日及
び同年8月24日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵
守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）,（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）,（3）運行記録計による記録義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）,（4）運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）,（5）整備管理者の研修受
講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の4）,（6）事業計画の変更
認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）,（7）事業計画事後届出違反（貨
物自動車運送事業法第9条第3項）,（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告
規則第2条）

7 7

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年３月分）



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数
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貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年３月分）

20210323 株式会社　ワンツー運送
（法人番号8021001016678）
代表者：釜谷　忠一

神奈川県相模原市中央
区星が丘４－４－１－６
０２

本社 神奈川県相模原市中央
区上溝２－２－７

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年2月4日及び同年7月17日、監査
を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項）,（2）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第6項）,（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）,（4）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）,（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）,（6）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）,（7）初任・高齢運転者に対する適性
診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）,（8）報告
義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）,（9）運賃及び料金の未届出（貨
物自動車運送事業報告規則第2条の2）

6 6

20210323 有限会社　松崎加工（法人
番号7060002039495）代表
者：松崎　恭博

栃木県佐野市堀米町１
３４７－３

本社 栃木県佐野市堀米町１３
４７－３

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年9月11日、監
査を実施。2件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）,（2）運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項） 1 1

20210323 金子コーポレーション　株
式会社（法人番号
8050001045115）代表者：金
子　馨

茨城県石岡市旭台３－
３－１３

本社 茨城県石岡市国府７－５
４３

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業法
第9条第１項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年7月16日及び同年8月5日、監査
を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項）,（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）,（3）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）,（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の2）,（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）,（6）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

6 6

20210323 株式会社　環境システムズ
（法人番号8070001006503）
代表者：塚田　敏則

群馬県高崎市倉賀野町
２４６５－４

本社 群馬県高崎市倉賀野町２
４６５－４

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業法
第9条第1項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年8月6日、監査を実施。7件の違
反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項）,（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条）,（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）,（4）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）,（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）,（6）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第
9条第3項）,（7）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の
2）

3 3

20210323 イケゾエ海運　株式会社
（法人番号8290801011102）
代表者：池添　聖次

福岡県遠賀郡岡垣町大
字黒山９１６番地の３

関東 群馬県太田市小角田町１
番地

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年7月22日、監
査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）,（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）,（3）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）,（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）,（5）運行管理補助者の要件違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第18条第3項）

3 3



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
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貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年３月分）

20210323 株式会社　秋谷運送（法人
番号5040001062816）代表
者：秋谷　桂

千葉県香取郡多古町大
高１－７８

本社 千葉県香取郡多古町大
高１－７８

輸送施設の使用停止
（35日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年7月9日、監査を実施。8件の違
反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項）,（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条）,（3）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条第1項）,（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第9条）,（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第1項）,（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2）,（7）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）,（8）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

4 4

20210323 有限会社　大洗リサイクル
サービス（法人番号
3050002009189）代表者：小
室　健二郎

茨城県東茨城郡大洗町
磯浜町２４１４－２

本社 茨城県東茨城郡大洗町
五反田４４１

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年8月19日及び同年9月3日、監査
を実施。8件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）,（2）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条第5項）,（3）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）,（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）,（5）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条の2）,（6）事業計画（自動車車庫）の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）,（7）事業計画（営業所に配置する事業用自動車
の種別ごとの数）の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項,（8）報告
義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

7 7

20210323 有限会社　三急運輸（法人
番号1030002116716）代表
者：上村　博

埼玉県深谷市大字上野
台５４３－６

本社 埼玉県深谷市大字上野
台５４３－６

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年9月1日及び同年10月１日、監査
を実施。10件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項）,（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）,（3）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）,（4）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第9条）,（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）,（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2）,（7）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条の4）,（8）運行管理者の講習受講義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）,（9）事業計画の変更認可違反（貨
物自動車運送事業法第9条第1項）,（10）事業計画事後届出違反（貨物自動車運
送事業法第9条第3項）

10 10

20210323 株式会社　アイザワ（法人
番号2070001000024）代表
者：相沢　宏一郎

群馬県前橋市粕川町下
東田面２７４

本社 群馬県前橋市粕川町下
東田面２７４

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年8月28日及び同年9月11日、監
査を実施。6件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）,（2）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）,（3）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条）,（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）,（5）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条の2）,（6）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第18条第3項）

7 7



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年３月分）

20210323 株式会社　松本土木（法人
番号6010901011394）代表
者：高田　健司

東京都世田谷区玉堤１
－２１－１９

館林 群馬県館林市東美園町１
２－８

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年9月10日、監査を実施。7件の違
反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）,（2）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）,（3）初任運転者に対する適性診断受診義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）,（4）定期点検整備の実
施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）,（5）点検整備記録簿の保
存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）,（6）事業計画の変更
認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）,（7）事業計画事前届出違反（貨
物自動車運送事業法第9条第3項）

5 5

20210323 株式会社　蓼沼運輸（法人
番号7060001020489）代表
者：蓼沼　正道

栃木県佐野市朝日町７
１５

本社 栃木県佐野市朝日町７１
５

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年8月28日及び同年10月9日、監
査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）,（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）,（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）,（4）初任運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

1 1

20210323 星の宮運輸　株式会社（法
人番号3060001028247）代
表者：浅野　勝美

茨城県小美玉市西郷地
１６８４番地１

栃木 栃木県芳賀郡益子町大
字塙９４０－３

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年10月22日、監査を実施。5件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）,（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条）,（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）,（4）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第
3項）,（5）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

5 5

20210330 有限会社　キャリムトランス
（法人番号1040002021691）
代表者：草野　勝晴

千葉県船橋市栄町１－
２１－１８

本社 東京都江東区新木場１－
１７－４

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として、令和2年9月29日、監
査を実施。2件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）,（2）初任運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項） 0 0

注２ 違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがあります。（貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について３．（４）但し書き参照）

注１ 事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


